
※ご説明する内容は練馬区の例となります。

詳細については、所轄庁へお問い合わせいただくよう、お願いいたします。

運営・会計のポイント
～今年度の指摘事項から～

令和５年度練馬区社会福祉法人説明会②

練馬区福祉部指導検査担当課

社会福祉法人係



１

説明内容

１

会計のポイント①・②２

運営のポイント①～⑤



評議員会の日時および場所等は、理事会の決議により
定めなければなりません。

日時および場所等は、
・日にち ・時間 ・場所 ・議題、議案
のことで、理事会の決議により定めます。

評議員会 招集通知（案）

開催日時 〇月〇日（〇）〇時～
開催場所 法人本部 ××会議室
議題・議案
（１）決議事項 第１号議案●●

第２号議案××
（２）報告事項 理事長の業務執行報告

２

運営のポイント①



３

運営のポイント②

評議員および役員の「就任承諾書兼誓約書」は、最新の
様式で徴取してください。

① 法人
② 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な
認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者

③ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法または
この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、また
は執行を受けることがなくなるまでの者

④ ③のほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または
執行を受けることがなくなるまでの者

⑤ 所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた法人の解散当時の役員
⑥ 暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者



４

運営のポイント③

○取引前は、重要な事実について、理事会で決議が必要。
○取引後は、重要な事実について、理事会で報告が必要。
〇重要な事実とは、取引の相手方、取引の種類、目的物、数量、価格、
履行期、取引の期間など。

利益相反取引の例
◆法人が理事長が経営する会社に業務委託する。
◆法人が理事の所有する不動産を購入する。

利益相反取引の承認および報告を理事会で必ず行いま
す。



５

運営のポイント④

役員、会計監査人のために締結される保険契約の内容
の決定は、理事会決議が必要です。

保険期間が満了し、更新する度に、同じ契約内容であっても、理事会の
決議が必要となります。



６

運営のポイント⑤

理事長及び業務執行理事は、理事会において３か月に１
回以上職務の執行に関する報告をしなければなりませ
ん。

〇決議の省略は不可。対面（テレビ会議等を含む）での報告が必要。
〇定款で「毎会計年度に４か月を超える間隔で２回以上」とすることも可能。



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

ケース１ ５日 ５日 ５日 ５日

ケース２ ５日 ６日 ５日 ５日

３か月に１回以上報告が必要な場合

⇒問題なし

⇒指摘

３か月を超えている

運営のポイント⑤補足

７

３か月 ３か月 ３か月



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

ケース１ ５日 ５日 ５日 ５日

ケース２ ５日 ６日 ５日 ５日

３か月に１回以上報告が必要な場合

８

３か月 ３か月 ３か月

４月 ５月 ６月

５日

５日

次年度

ここも３か月の間隔であることが必要

３か月を超えている



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

ケース１ ５日 ６日

ケース２ ５日 ５日

定款で毎会計年度に４か月を超える間隔で２回以上

としている場合

４か月を超えていない

９

４か月を超えている
⇒問題なし

⇒指摘
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会計のポイント①

注記事項は、計算書類の金額と一致させます。

〇基本財産の増減の内容及び金額（注記事項の６）
〇基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
（注記事項の７）
〇有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（注記事項の９）
〇債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（注記事項の10）



基本財産の増減の内容及び金額（注記事項の６）

１１

ＢＳの前年度末
と一致

ＢＳの当年度末
と一致

ＢＳの増減と一致



有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当
期末残高（注記事項の９）

１２

ＢＳの当年度末
と一致

財産目録と一致



会計のポイント②

資金の繰入れは、各通知に従って、正しく行います。

特に、法人本部への繰入れは、
〇事業活動資金収支差額に資金残額が生じ、
かつ、
〇当期資金収支差額合計に資金不足が生じ
ない範囲
において可能

https://youtu.be/0Q2ieIkwpSQ

１３



【住 所】〒176-8501 練馬区豊玉北６-12-１

練馬区福祉部指導検査担当課社会福祉法人係

【電 話】5984－1318 （直通）

【メール】TIIKIFUKUSHI11@city.nerima.tokyo.jp

ご視聴いただき、ありがとうございました。


